
白山市公共事業景観形成指針 
 
１．基本的事項  
（１）目的  
白山市公共事業景観形成指針（以下「指針」という。）は、公共事業など
による良好な景観の保全・創出を図るための目指すべき方針や整備指針など
を定めることにより、景観に配慮した良質な公共施設整備を促進し、白山市
の美しく魅力あふれる景観の創出に寄与することを目的とする。 
（２）位置づけ  
指針は、白山市景観条例（平成２２年白山市条例第２０号）第２４条にお

ける「景観形成のための公共事業に係る指針」とする。  
（３）対象施設  
白山市内における下記の施設整備を対象とする。  
①道路 ②橋梁 ③河川・水路 ④砂防・治山 ⑤ダム ⑥漁港 ⑦海岸 ⑧公

園・緑地 ⑨公共建築物 ⑩農地整備 ⑪森林整備 ⑫上下水道 ⑬自然公園 ⑭
面的整備事業  
また、公共性の高い民間施設についても、指針に配慮することを推奨する。  
ただし、法令などの定めにより、指針に基づく景観上の配慮が講じられな
い場合や、災害などの復旧のために必要な応急措置として行う事業には、指
針の適用を除外することができる。  
なお、上記の場合においても、できる限り景観に配慮して事業を実施する
よう努めるものとする。  
（４）対象者  
市は、指針に適合して公共事業を実施する。  
市以外の公共事業の施行者は、指針に配慮して公共事業を実施する。また、
必要に応じて、市は助言又は要請を行う。  
設計者・施工者などは、公共事業などに関わる際は、指針に適合するよう
事業を実施する。  
民間企業は、公共性の高い民間施設が、まちの景観を構成する重要な要素

であることを認識して、新築や増築・修繕などの際には、指針を参考として
景観に配慮する。  
（５）活用時期  
景観に配慮した公共施設整備を進めるにあたり、指針を拠り所として、
「計画・設計」から「施工」、「維持管理」、「増築・修繕」などの各段階
においてその適合性を確認し、常に良好な景観形成がなされるよう心がける
ものとする。  
  
２．基本目標・基本方針  
白山市の基本的な景観づくりの指針である「白山市景観計画」の基本目標

と基本方針を公共事業における景観形成の基本目標と基本方針とする。  
 
（基本目標）  
未来へつなぐ白山市の美しく魅力あふれる景観 

   ～豊かな自然と歴史・伝統・文化を感じる景観づくり～ 



（基本方針） 
①美しい白山・手取川・日本海などの魅力的な地形資産を守る景観づくり 

②景観の礎として歴史・伝統・文化を継承し、保全していく景観づくり 

③四季・時間
と き

を感じることができる景観づくり 

④地域の産業を活かした彩りのある景観づくり 

⑤地域の人々が積極的に参画できる景観づくり 

⑥個性ある魅力的な景観づくり 

⑦地域をつなぐ連続性のある良好な道路沿道や鉄道沿線の景観づくり 

 
３．各施設共通の整備指針  
（１）共通の基本配慮事項 
各種公共事業において、共通して配慮すべき基本的な事項を以下のように

定める。  
①自然環境（白山・手取川・日本海など）を活かし、調和を図る 
②歴史や生活文化の蓄積を景観づくりに活用する 
③視点場からの眺望（白山・手取川・日本海など）を阻害しないよう配慮
する 

④地域における公共施設の機能や役割を考慮したデザインとする  
⑤色彩や形態を考慮する  
⑥デザインの工夫や緑化などヒューマンスケールを取り入れる  
⑦一体的に地域の景観を先導するよう事業者間の調整を図る  
⑧施設の劣化により景観が損なわれないよう維持管理面を考慮する  
⑨工事中の景観に配慮する  

（２）共通要素の整備指針  
各種公共事業における共通要素の整備指針を以下のように定める。  
①法面  
現況の地形に応じた構造及び形態とし、圧迫感を軽減させるよう努める。

また、法面の覆工については、緑化による修景など周辺景観との調和に努
める。  
②擁壁 
自然素材の利用など、意匠、色彩及び素材について工夫を行い、周辺景
観との調和に努める。  
③護岸  
生物の生息・繁殖環境と多様な景観の保全・創出に配慮した適切な工法

の採用に努める。  
④防護柵  
防護柵としての機能を確保しつつ、意匠、色彩及び素材の工夫により、

周辺景観との調和に努める。  
⑤舗装  
舗装としての性能及び安全で快適な走行性と歩行性を確保するとともに、

視点位置によっては景観に大きく影響を与えるため、周辺景観に調和する
ような素材、色調の採用に努める。  
⑥標識及び公共広告物  
道路標識としての安全で利便性の高い機能を確保しつつ、設置数は最小



限とし、表示すべき情報や掲示内容の整理整合、適切な場所への設置に努
める。  
また、良質なデザインや環境への配慮により、地域の良好な景観や環境
づくりに資する広告物の設置に努める。  
⑦無電柱化  
歴史的・文化的地区や商店街、市の玄関口となる駅の幹線道路沿線など、

特に景観上の配慮が必要な場所では、無電柱化することにより美しいまち
なみの形成に努める。  
⑧照明施設  
周辺景観と調和した照明方法の工夫や、意匠及び色彩となるよう努める。  

⑨緑化  
緑化の目的を明確にし、周辺景観に調和した適正な樹種の選択、配植デ

ザイン、管理計画の策定・実施などに努める。  
 

４．施設別の整備指針  
各種公共事業における施設別の整備指針を以下のように定める。  
（１）道路  
①路線の選定  
周辺環境を十分考慮し、白山・手取川・日本海などの風景を活用すると
ともに、自然の保全や調和に努める。  
②道路緑化  
周辺環境を勘案し、できる限り緑豊かな道路景観となるよう努める。  

③道路占用物  
配置、形態、意匠及び色彩について、規制、誘導に努めるとともに、で
きる限り整理統合し、周辺景観を阻害しないよう努める。  
④道路休憩施設  
運転者や歩行者に安らぎを与える空間とするため、周辺景観と調和し、

眺望が良く、安全で快適な場所となるよう努める。  
⑤沿道まちなみの修景  
景観上の配慮が必要な道路整備を行う際には、道路空間の修景と合わせ

て、沿道のまちなみ修景を行うよう誘導に努める。  
⑥トンネル  
坑口部は、周辺の地形になじむ構造及び形態とし、周辺景観との調和に

努める。  
（２）橋梁  
①橋梁本体  
主要な眺望点からの眺望に配慮するとともに、橋梁の構造、形態、意匠

及び色彩は、周辺景観との調和に努める。  
②橋梁付属物（高欄、照明施設、舗装、排水施設など）  
主要な眺望点からの眺望に配慮するとともに、橋梁本体とバランスのと

れた形態、意匠及び色彩とし、周辺景観との調和に努める。  
③高架橋・歩道橋  
沿道住民や歩行者などに与える圧迫感をやわらげるよう配慮するととも

に、周辺景観との調和に努める。  



（３）河川・水路  
①河川全般  
「多自然川づくり基本指針」を基本として整備し、管理上支障がない範

囲で親水性の向上に努める。  
②堤防  
自然に近い形態となるよう配慮する。  

③護岸  
生物の生息・繁殖環境と多様な景観の保全・創出に配慮した適切な工法

の採用に努める。  
④水路  
地域用水機能を確保するとともに、歴史的景観の保全、周辺景観との調

和に努める。  
⑤水門・樋門及び排水機場など  
位置、形態、意匠、色彩及び素材に配慮し、周辺の水辺景観を阻害しな

いよう努める。  
（４）砂防・治山  
①えん堤工・谷止工・流路工及び護岸工など 
形態及び意匠の工夫や自然素材の活用などにより、周辺景観との調和に

努める。  
（５）ダム  
①堤体  
形態及び意匠は、周辺の自然との一体感を有した景観づくりに努める。 

②ダム本体周辺構造物（管理事務所など）  
形態及び意匠などを工夫し、ダム本体及び周辺景観との調和に努める。 

③ダムサイト及び貯水池周辺  
自然環境の保全・復元と周辺の自然景観の四季や経年の変化に配慮する。

また、展望施設、遊歩道などは、視点場を意識した整備とするよう努める。 
（６）漁港  
①漁港施設 
安全性や機能性を確保しながら、うるおいと親しみのある空間づくりを
行い、港の景観との調和に努める。  
②港内建築物など  
建築物は、その形態、意匠及び色彩を工夫し、工作物は、安全性・機能

性を確保できる範囲で、港の景観との調和に努める。  
③港内緑化  
漁港区域内の余裕地には、緑化に努め、地域のふれあいの場として、港

地域にうるおいと親しみをもたらすよう努める。  
（７）海岸 
①堤防・護岸 
形態及び意匠の工夫や自然素材の活用などにより、周辺景観との調和に

努める。 
②海浜  
自然海浜は、できる限り保全に努め、人工海浜を整備する場合は、周辺

景観との調和に努める。  



③離岸堤  
水平線への見通しを阻害しないよう工夫する。  

④海岸緑化  
海岸林や緑地、植栽は、その多様な機能、景観的な演出効果に配慮しつ
つ、適切な緑量、密度、樹種の選択に努める。  
⑤その他施設（管理道路など）  
形態、意匠及び色彩は、背後地、堤防、海岸などの周辺景観との調和に

努める。  
（８）公園・緑地  
①公園・緑地全般  
立地、設置目的、利用形態、施設内容などの特性に応じ、利用と景観と

の調和に努める。また、地域の歴史や生活文化を活かし、個性的な景観形
成に努める。  
②植栽・緑化  
防災や修景などの目的に応じた樹種の選択、配植デザインを行うととも

に、四季の移り変わりや樹木、草花などの生長による景観の変化などに配
慮し、将来にわたって良好な景観が保全・向上されるよう計画的な維持管
理に努める。  
③公園施設  
設置目的・機能と景観との調和に努める。  

（９）公共建築物  
①配置  
敷地内の建築物の配置計画は、景観や周囲の快適性などに大きく影響す

ることを認識し、白山眺望の視点場としての活用も構想段階から併せて十
分検討する。  
②形態・意匠  
施設用途や立地状況を踏まえ、周辺景観になじませるか、あるいはラン

ドマークとしてシンボル性のある建物とするかなど、形態・意匠について
十分検討する。  
③色彩・照明  
施設用途や立地状況を踏まえ、色彩を周辺建物と統一的なものとするか、
これらを対比させて賑わいを創出させるかなどについて十分検討する。  
④素材・材料  
耐久性や耐候性を十分考慮しながら、周辺景観を形成している素材・材
料の活用に努める。  
⑤敷地内緑化  
敷地内はできる限り緑化に努め、その際には季節感やゆとりが感じられ

る空間づくりに努める。  
⑥その他（付属施設、ゴミ置き場、駐車場、設備機器類）  
建物に付属する施設などについても、配置、形態、色彩などに十分配慮

する。  
（10）農地整備  
①農地整備全般  
良好な田園風景が継続的に保たれるよう、整備にあたっては景観との調



和に配慮する。  
②区画形状  
生産性の高い機能的な形状の創出を目的としつつ、地域の特徴的な景観
要素をできる限り保全・活用した区画形状とするよう努める。  
③水路・ため池  
周辺地域の自然景観や生態系などに配慮する。  

④その他施設（用排水機場、貯水槽、共同利用施設など）  
位置、意匠、色彩及び素材の工夫により、周辺景観との調和に努める。  

（11）森林整備  
①林道  
山麓部からの眺望に留意し、景観の変容を抑制するとともに、森林や動
植物など、自然環境に配慮する。  

（12）上下水道  
①上下水道施設  
施設機能を保ちつつ、周辺景観との調和に努める。 

（13）自然公園  
①造成など  
地形や植生などに配慮した造成計画、施設配置となるよう努める。  

②公園内建築物など  
できる限り勾配屋根とするなど、屋根、壁面の色彩、形態が自然との調
和を乱さないよう努める。  
③歩道・園路など  
自然環境の保全に十分配慮しながら、通行量や機能（登山道、遊歩道、

自然観察園路など）に応じた規模・構造とするよう努める。  
（14）面的整備事業  
①地区全体の景観形成  
土地区画整理事業などの面的整備事業においては、道路、公園、河川な
どの連続性、一体性及び白山眺望に配慮した施設づくりに努めるとともに、
まちなみについては、地区計画や景観まちづくり協定などを策定すること
により、整備地区全体が良好な景観環境を有するよう誘導に努める。  


